
 

 （平成２２年７月６日）  部 等 名     企 業 局 

 件 
 

 名 

 

   平成２１年度山梨県公営企業会計決算概要について（報告） 

 

 経 
 

 

 緯 

 １  地方公営企業法第３０条第１項の規定に基づき、管理者は平成２１年度企業局３事業の 
 決算を調製し、平成２２年５月３１日、知事に提出した。 
 

 ２ 監査委員への概要説明は、７月２２日に行う。 
 

 ３  本決算は、監査委員の審査を受けた後、定例県議会の認定に付される。 
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 容 

  企業局が経営している、電気、温泉及び地域振興の３事業の決算の概要は、次のとおりで 
 ある。 
 
 １ 電 気 事 業 
 
     早川及び笛吹川水系、塩川の１８発電所で、５億４，６７７万７千キロワットアワーの 

電力を供給。当期純利益は、６億５，３０９万１千円となった。 
     なお、主な工事としては、野呂川発電所三ツ滝取水口改良工事、奈良田第二発電所水車 

発電機分解点検工事、若彦トンネル湧水発電所水車発電機製作据付工事、塩川第二発電所 
水車発電機製作据付工事等を実施した。 

 
  (1) 収益的収支                       (2) 資本的収支 
       収 入   3,604,266 千円           収 入      220,071 千円 
         支 出   2,951,175 千円          支 出      900,088 千円 
         収支差     653,091 千円             収支差   △ 680,017 千円 
 
 
 ２  温 泉 事 業 
 
    県営温泉は、６本の源泉から給湯契約数５４９口に対し８２万７千ｍ

3
の給湯を実施。 

   当期純利益は、１，５５７万６千円となった。 
    なお、主な工事としては、配湯管敷設替工事（改良費）等を実施した。 
 

(1) 収益的収支             (2) 資本的収支 
収 入   155,364 千円             収 入        0 千円 
支 出   139,788 千円             支 出   39,938 千円 
収支差    15,576 千円             収支差  △ 39,938 千円 

 
 
 ３  地域振興事業 
 
   平成１６年４月１日から指定管理者制度及び利用料金制を導入。平成２１年度の有料施 
  設利用者数は２３７，８４９人で、当期純損失は９５，４１８千円となった。 
 
 
  (1) 収益的収支                       (2) 資本的収支 
       収 入     130,238 千円             収 入            0 千円 
         支 出    225,656 千円           支 出       40,000 千円 
         収支差   △  95,418 千円            収支差    △ 40,000 千円 

 

 


